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附属資料１．アジア各国における上場企業比較 

 マレイシア タイ フィリピン インドネシア 中国 

大企業 KL 証取一部  

514 社 

タイ証取  

379 社 

フィリピン証取 

229 社 

ジャカルタ証

取  

312 社 

上海証取 621

社 

深セン証取 

507 社 

 同 上 時

価 総 額

（ 時 価 総

額/GDP） 

114,076百万㌦ 

（124.4％） 

31,502 百万㌦ 

（26.1％） 

46,718 百万㌦ 

（78.1％） 

29,782 百万㌦ 

（20.1％） 

580,990 百万

㌦ 

（58.3％） 

 

中堅・中小

企業 

KL 二部 297 

社 

MESDAQ1 4 社 

MAI2 1 社 ― ― ―3 

上 場 企 業 数

合計 

815 社 380 社 229 社 312 社 1,128 社 

うち製造業者 

（対上場企業数比率） 

（対国内製造業者数比率） 

262 社 

（32.1％） 

（1.3％） 

66 社 

（17.3％） 

（0.1％） 

25 社 

（10.9％） 

（0.0％） 

144 社 

（47.8％） 

（0.0％） 

711 社 

（63.0％） 

（0.1％） 

国 内 製 造 業

者数 

20,204 社 81,699 社 90,028 社 2,752,765 社 506,445 社 

 
規 模 別 製

造業者 

（ 従 業 員

数） 

5 人 未 満 

6,076 社 

5 ～ 1,999 人

14,049 社 

2,000 人 以 上 

79 社 

5 人 未 満 

30,181 社 

5 ～ 999 人

51,146 社 

1,000 人以上

372 社 

9 人 以 下 

79,032 社 

10 ～ 99 人 

9,350 社 

100 ～ 199 人 

752 社 

200 人 以 上 

894 社 

5 人 未 満

2,501,465 社 

5 ～ 19 人

228,685 社 

20 人 以 上

22,615 社 

小型 482,518

社 

中 型  16,870

社 

大 型  7,057

社 

                                                 
1 1999 年設立。 
2 1999 年設立 
3 2000 年１月、中国証券監督管理委員会（CSRC）が、上海、深センにハイテク企業向け新市場設置を発表。 
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潜 在 的 上

場予備軍 

従 業 員 2,000

人以上 79 社： 

売上額 669 億リ

ンギ。１社あたり

＠8.5 億リンギ

（約 2.2 億㌦） 

従業員 1,000

人以上372社： 

従業員数 754

千人。1 社あた

り＠2,026 人 

大 規 模 企 業

894 社： 売上

高 5,907 億ペ

ソ。1 社あたり

＠6.6 億ペソ

（約 0.3 億㌦） 

従業員20人以

上 22,615 社： 

売上高 249.6

兆ルピア。1 社

あたり 110億ル

ピア（約 4.6 百

万㌦） 

大 型 企 業

7,057 社： 付

加価値 78 億

元。1 社あたり

1.1 億 元 （ 約

0.1 億㌦） 

製造業 GDP／

GDP 

12.0％ 30.1％ 31.6％ 25.8％ 42.7％ 

出所：㈱大和総研「2001 年度版アジアの証券市場」、（財）中小企業総合研究機構「アジア中小企業の現状に関す
る調査研究」（1996 年）、国際協力銀行「東アジアの持続的発展への課題」（2001 年）等、各種資料により当方にて
作成。
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（
G
D
P

比
）
 

1
0
6
,
1
8
2
 

（
1
1
5
.
8
％

）
 

3
1
,
5
0
2
 

（
2
6
.
1
％

）
 

4
6
,
7
1
8
 

（
7
8
.
1
％

）
 

2
9
,
7
8
2
 

（
2
0
.
1
％

）
 

5
8
0
,
9
9
0
 

（
5
8
.
3
％

）
 

年
間

売
買

代
金

（百
万米

ドル
）7

 
5
8
,
5
0
3
 

2
1
,
3
6
6
 

7
,
1
6
7
 

1
3
,
0
3
6
 

7
3
4
,
8
5
2
 

 

売
買

回
転

率
8
 

5
5
.
1
％
 

6
7
.
8
％
 

1
5
.
3
％
 

4
3
.
8
％

 
1
2
6
.
5
％

 

 
上

場
基

準
 

①
払

込
資

本
金

60
百

万
リン

ギ
、②

過
去

３
20
00

年
6

月
に

大
幅

修
正

され
、数

値
的

な
20
00

年
5

月
、新

基
準

が
SE

C
に

よ
り承

一
部

基
準

：①
会

社
設

立
後

、事
業

開
始

後
A

株
、B

株
の

区
別

は
な

い
。①

国
務

院
証

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
4
 
但

し
、

金
曜

は
9
：
3
0
～
1
1
：
3
0

及
び

1
4
：
0
0
～
1
6
：
0
0
。
 

5
 
2
0
0
1
年

7
月
末
時
点
。
 

6
 
2
0
0
1
年

7
月
末
時
点
。
現
地
通
貨
ベ
ー
ス
の
数
字
を
期
末
の
為
替
レ
ー
ト
で
換
算
。
G
D
P
比
は
時
価
総
額
を

2
0
0
0
年
の

G
D
P
額
で
除
し
た
も
の
（
な
お
、
米
国
で
は

1
2
5
.
3
％
。
日
本
は

7
0
.
9
％
）
。
 

7
 
2
0
0
0
年
度
の
年
間
。
現
地
通
貨
ベ
ー
ス
の
数
字
を
期
末
の
為
替
レ
ー
ト
で
換
算
。
 

8
 
年
間
売
買
金
額
（
2
0
0
0
年
）
を
時
価
総
額
（

2
0
0
1
年

7
月
時
点
）
で
除
し
た
も
の
。
 

 A-7



  

 

年
連

続
黒

字
で

、そ
の

合
計

額
が

30
百

万
リン

ギ
以

上
か

つ
直

近
純

利
益

が
８

百
万

リ
ン

ギ
以

上
、

③
一

般
株

主
数

1,
00

0
人

以
上

（資
本

金
10

0
百

万
リン

ギ
未

満
）、

1,
25

0
人

以
上

（同
10

0
百

万
以

上
）、

④
一

人
当

り
千

株
以

上
を

持
つ

一
般

株
主

が
発

行
済

株
主

数
の

25
％

以
上

を
保

有
。 

基
準

緩
和

、内
部

管
理

・コ
ー

ポ
レ

ー
トガ

バ
ナ

ン
ス

強
化

。形
式

基
準

（一
般

）：
①

払
込

資
本

金
2

億
バ

ー
ツ

以
上

、②
少

数
株

主
60

0
人

以
上

、払
込

資
本

金
5

億
バ

ー
ツ

以
下

の
場

合
は

払
込

資
本

金

の
20

％
以

上
等

、③
発

行
済

株
式

の
販

売
数

： 5
億

バ
ー

ツ
未

満
の

場
合

は
払

込

資
本

金
の

15
％

以
上

等
、④

低
1

年

間
は

同
一

の
経

営
陣

、⑤
過

去
3

年
間

以
上

の
事

業
継

続
、か

つ
、前

年
の

純
利

益
が

30
百

万
バ

ー
ツ

以
上

、前
年

の
売

上
高

が
20

億
バ

ー
ツ

以
上

、ま
た

は
、普

通
株

式
の

時
価

が
15

億
バ

ー
ツ

以
上

、

⑥
株

主
資

本
合

計
2

億
バ

ー
ツ

以
上

、

⑦
サ

イ
レ

ン
トピ

リオ
ド

9 ：払
込

資
本

金
の

35
％

を
6

ヶ
月

間
売

却
禁

止
。 

認
さ

れ
た

。取
引

所
に

1部
と
2部

の
区

別
は

な
い

が
、 1

部
上

場
、２

部
上

場
の

2種
類

の
基

準
適

用
。1

部
上

場
基

準
：

①
資

本
規

模
は

、商
工

業
で

額
面

の

低
が

1
ペ

ソ
。授

権
資

本
4

億
ペ

ソ
以

上
、払

込
資

本
金

1
億

ペ
ソ

以
上

又
は

授
権

資
本

の
25

％
以

上
、②

取
締

役

低
7

人
、株

主
数

低
1,

00
0

人
、

③
直

前
3

期
連

続
で

連
結

税
引

前
利

益
に

し
て

累
計

50
百

万
ペ

ソ
以

上
、か

つ
各

期
の

そ
れ

が
10

百
万

ペ
ソ

以
上

、

④
低

公
募

額
は

、
増

資
前

の
株

式

時
価

総
額

が
10

億
ペ

ソ
以

下
の

場

合
、１

億
ペ

ソ
又

は
株

式
時

価
総

額
の

25
％

の
大

き
い

方
。 

3
年

以
上

②
総

資
産

3,
00

0
億

ル
ピ

ア
以

上
、③

２年
間

黒
字

（直
近

決
算

の
税

前
利

益
20

0
億

ル
ピ

ア
以

上
、直

近
2

年
間

の
税

前
利

益
合

計
30

0
億

ル
ピ

ア
以

上
）、

④
営

業
キ

ャ
ッ

シ
ュ

フ
ロ

ー
の

うち
コ

ア
事

業
か

ら

の
売

上
が

60
％

、⑤
一

般
株

主
構

成
：1

00

人
以

上
又

は
払

込
資

本
金

の
35

％
以

上
、

総
株

主
数

は
1,

00
0

人
以

上
。 

券
委

員
会

の
承

認
、②

払
込

資
本

金
が

50

百
万

元
以

上
、③

設
立

後
３年

以
上

経
過

、

直
近

３期
連

続
利

益
計

上
、④

額
面

1,
00
0

人
民

元
以

上
の

株
式

を
保

有
す

る
株

主
が

1,
00
0

人
、一

般
株

主
に

対
し

て
発

行
さ

れ

る
株

式
数

は
発

行
済

株
式

総
数

の
25

％
を

下
回

っ
て

は
な

ら
な

い
。⑤

過
去

3
年

年
以

内
に

法
規

違
反

が
な

く、
財

務
諸

表
に

虚
偽

が
な

い
こと

、⑥
取

引
所

会
員

1
名

か
ら

2

名
の

推
薦

、⑦
法

律
等

規
則

を
満

た
す

条

件
を

具
備

し
て

い
る

こと
。  

証
券

市
場

を
と

り
ま

く
環

境
・
制

度
 

 
証

券
関

連
規

制
 

①
ブ

ミプ
トラ

政
策

：外
国

人
の

株
式

保
有

制
限

、公
募

株
式

の
ブ

ミプ
トラ

投
資

家
へ

の
優

先
割

り当
て

等
（全

企
業

の
30

％
保

有

①
為

替
管

理
：キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
を

自
由

に

本
国

送
金

可
能

、②
外

国
人

持
株

規
制

は
撤

廃
済

。  

①
外

貨
規

制
：外

貨
を

原
資

とし
て

フ
ィリ

ピ
ン

へ
投

資
す

る
場

合
、ペ

ソ
を

購
入

す

る
時

点
で

中
央

銀
行

に
て

登
録

す
る

。

①
為

替
規

制
：イ

ン
ド

ネ
シ

ア
国

内
へ

の
投

資
・送

金
、国

外
へ

の
投

資
・送

金
に

対
し

て

為
替

管
理

上
の

規
制

は
原

則
な

い
。  

為
替

規
制

：正
当

な
利

益
は

国
外

に
送

金

可
能

。 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

9
 
新
規
上
場
後
の
発
行
株
式
数
の
５
％
以
上
を
保
有
す
る
株
主
及
び
経
営
陣
と
そ
の
関
係
者
が
対
象
と
な
る
規
制
。
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を
目

標
とす

る
。実

績
は

20
％

程
度

。）
 

②
外

国
人

投
資

規
制

（ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

）：

上
限

30
％

、企
業

は
定

款
に

よ
り外

国
人

の

保
有

比
率

を
制

限
可

能
。５

百
万

リン
ギ

以

上
、ま

た
は

議
決

権
の

15
％

以
上

の
株

式
取

得
は

外
国

投
資

員
会

の
承

認
が

必
要

。し
か

し、
経

済
危

機
後

、暫
定

的
に

規
制

緩
和

。  

登
録

済
で

あ
れ

ば
元

本
・投

資
収

益
等

を

ペ
ソか

ら外
貨

へ
交

換
で

き
る

。  

②
外

国
人

投
資

規
制

：土
地

所
有

は
フ

ィ

リピ
ン

国
籍

の
者

が
60

％
出

資
し

て
い

る
企

業
に

限
ら

れ
る

た
め

、多
くの

企
業

が
外

国
人

持
ち

株
比

率
を

上
限

40
％

と
し

て
い

る
。

規
制

の
詳

細
は

、外
国

投
資

ネ
ガ

テ
ィ

ブ
リス

トに
よ

り規
定

。
 

②
外

国
人

投
資

規
制

：9
7

年
9

月
の

規
制

緩

和
に

よ
り、

銀
行

を
除

く上
場

株
式

に
つ

い

て
は

外
国

人
投

資
家

の
10
0％

保
有

が
認

め

られ
た

。 

  

 
証

券
税

制
 

①
配

当
課

税
：企

業
は

株
主

に
30

％
の

法
人

税
控

除
後

の
配

当
金

を
支

払
う。

②
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
：非

課
税

 

③
法

人
税

：税
率

28
％
 

①
法

人
投

資
家

に
対

す
る

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

は
15

％
の

源
泉

徴
収

が
原

則
。個

人
投

資
家

の
場

合
は

非
課

税
。②

印
紙

税

は
、株

価
額

面
も

し
くは

取
引

額
の

大
き

い

方
の

10
00

分
の

1。
 

①
配

当
課

税
：居

住
者

は
非

課
税

、非
居

住
者

は
法

人
35

％
、個

人
30

％
。②

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

：取
引

所
上

場
株

式

を
売

却
し

た
場

合
は

非
課

税
。居

住
者

が
取

引
所

以
外

の
売

買
で

得
た

所
得

は

課
税

（法
人

10
％

）。
 

居
住

者
に

対
す

る
配

当
・利

子
へ

の
課

税

は
、

他
の

所
得

と合
算

さ
れ

総
合

課
税

とな
り

通
常

の
所

得
税

率
が

適
用

さ
れ

る
。

非
居

住
者

で
あ

る
外

国
投

資
家

に
対

す
る

配
当

へ
の

課
税

は
原

則
、 2

0％
源

泉
徴

収
。 

配
当

に
つ

い
て

は
20

％
の

所
得

税
が

源
泉

徴
収

さ
れ

る
。キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
は

非
課

税
。外

国
投

資
家

が
B

株
（外

資
株

）に

投
資

し
て

得
た

配
当

・キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

に
つ

い
て

は
現

状
、所

得
税

免
除

。 

 
デ

ィ
ス

ク
ロ

ー
ジ

ャ
ー
 

「1
96

5
会

社
法

」が
会

計
報

告
と

デ
ィス

ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー
に

関
す

る
大

枠
を

規
定

。趣
旨

は
、投

資
家

・株
主

の
利

益
保

護
、イ

ン
サ

イ
ダ

ー
取

引
の

禁
止

。取
引

所
は

99
年

3

月
に

四
半

期
報

告
書

の
導

入
を

柱
と

す
る

強
化

策
を

打
ち

出
し

て
い

る
。
 

SE
C

へ
の

定
期

的
報

告
義

務
：①

簡
易

監
査

済
み

四
半

期
財

務
報

告
書

、②
監

査
済

み
年

次
又

は
半

期
財

務
報

告
書

、③
年

次
報

告

書
、④

追
加

的
情

報
（決

算
期

末
よ

り
3

ヶ

月
以

内
）。

 

SE
C

へ
の

報
告

義
務

：配
当

、買
収

・合

併
等

、株
価

形
成

に
影

響
を

与
え

る
よ

う

な
重

要
な

経
営

判
断

が
発

生
し

た
場

合

は
10

分
以

内
に

電
話

ま
た

は
FA

X連
絡

。

2
時

間
以

内
に

書
面

で
説

明
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 

報
告

義
務

：①
監

査
済

年
次

報
告

書
、②

半

期
末

期
、 6

0
日

以
内

に
半

期
報

告
書

（未
監

査
）、

③
四

半
期

報
告

書
（未

監
査

）、
④

重

要
事

項
、⑤

年
次

株
主

総
会

の
2

週
間

前
ま

で
に

資
本

市
場

管
理

庁
が

定
め

た
内

容
の

年
次

報
告

書
を

株
主

と資
本

市
場

管
理

庁
に

送
付

。  

99
年

7
月

証
券

法
。公

開
情

報
は

、中
間

報
告

、年
度

報
告

、臨
時

報
告

に
分

け
ら

れ
、国

務
院

証
券

委
員

会
（ C

SR
C）

及
び

証
券

取
引

所
に

提
出

。
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A-10 

会
計

制
度
 

英
国

の
制

度
導

入
。M

IS
と

IA
S

が
併

用
さ

れ
、

97
年

設
立

の
MA
SB
(M
al
ay
si
a 

Ac
co

un
ti

ng
 S
ta

nd
ar
d 
bo
ar
d)

が
新

基
準

発
表

し
、

３つ
の

基
準

が
並

存
。

し
か

し
、

20
00

年
か

らは
、上

場
企

業
は

MA
SB

基
準

。 

TA
S。

TA
S

に
定

め
ら

れ
て

い
な

い
事

項
が

発

生
し

た
場

合
は

、 I
AS

、F
AS
B（

財
務

会
計

基
準

審
議

会
）、

AI
CP

A(
米

国
公

認
会

計
士

協
会
)の

順
で

適
用

。 

基
本

的
に

は
米

国
会

計
基

準
と同

様
。 

会
計

原
則

は
米

国
と同

じ
で

、8
3

年
に

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

公
認

会
計

士
協

会
が

作
成

した

会
計

原
則

に
基

づ
く。

 

経
済

体
制

改
革

の
中

、
従

来
の

計
画

経

済
・統

制
経

済
に

合
致

し
た

中
国

の
会

計

制
度

か
ら

、資
本

主
義

的
な

制
度

に
移

行
。

19
95

年
、国

際
会

計
基

準
の

導
入

に
関

す

る
基

本
方

針
が

打
ち

出
さ

れ
、 I

AS
導

入

中
。  

 

監
督

機
関
 

〇
大

蔵
省
 

〇
証

券
委

員
会

（
S
C
）
 

〇
外

国
投

資
委

員
会

（
F
I
C
）
 

〇
大

蔵
省

 

〇
証

券
取

引
委

員
会

（
S
E
C
）
 

 

〇
証

券
取

引
委

員
会

（
S
E
C
）
 

〇
フ

ィ
リ

ピ
ン

証
券

業
協

会
1
0
 

〇
投

資
家

保
護

基
金

1
1
 

〇
大

蔵
省
 

〇
資

本
市

場
管

理
庁

1
2
 

  

〇
中

国
証

券
監

督
管

理
委

員
会

（
C
S
R
C
）
 

 

 
マ

レ
イ

シ
ア
 

タ
イ
 

フ
ィ

リ
ピ

ン
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア
 

中
国

 

出
所

：
㈱

大
和

総
研

「
2
0
0
1

年
度

版
ア

ジ
ア

の
証

券
市

場
」
、

財
団

法
人

日
本

証
券

経
済

研
究

所
「
中

国
の

株
式

制
度

と
証

券
市

場
の

生
成

」
（
1
9
9
4

年
1
2

月
）
等

、
各

種
資

料
よ

り
当

方
に

て
作

成
。
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
1
0
 
証
券
会

社
の
自
主
規
制
機
関
と
し
て
証
券
市
場
の
発
展
に
関
す
る
業
界
の
意
見
を
発
表
す
る
も
の
。
 

1
1
 
改
訂
証

券
法
に
基
づ
き
、
証
券
会
社
は
免
許
受
理
時
に

1
万
ペ
ソ
、
以
降
、
毎
月
、
約
定
代
金
総
額
の

0
.
0
0
2
％
を
投
資
家
保
護
基
金
に
差
し
入
れ
る
。
証
券
会
社
が
破
産
申
告
を
行
な
っ
た

場
合
、
原
則
と
し
て
証
券
会
社
の
顧
客
勘
定
は
他
の
証
券
会
社
に
移
さ
れ
る
が
、
勘
定
の
移
転
が
不
可
能
な
場
合
、
当
該
証
券
会
社
清
算
後
、
顧
客
勘
定
の
補
償
を
行
な
う
。
清
算
で
も
不
十

分
な
場
合
、
投
資
家
保
護
基
金
か
ら
補
填
を
受
け
ら
れ
る
。
 

1
2
 
職
務
権

限
と
し
て
は
、
上
場
の
実
質
的
審
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
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附
属

資
料

４
．

ア
ジ

ア
各

国
へ

の
邦

銀
進

出
状

況
 

タ
イ
 

マ
レ

イ
シ

ア
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア
 

フ
ィ

リ
ピ

ン
 

中
国
 

 
2
0
0
1

年
1
2

月
 

2
0
0
1

年
5

月
 

2
0
0
1

年
1
2

月
 

2
0
0
1

年
1
0

月
 

2
0
0
1

年
1
0

月
注

２
）
 

支
店
 

３
 

０
 

１
 

２
 

２
５

（
但

し
、

支
店

数
）
 

（
オ

フ
シ

ョ
ア

ー
支

店
）
 

３
 

（
う

ち
2

行
は

支
店

と
併

設
）
 

５
 

―
 

―
 

 

現
法
 

―
 

１
 

４
（
但

し
、

合
弁

）
 

 
８

（
但

し
、

リ
ー

ス
会

社
等

）
 

地
場

銀
行

へ
の

資
本

参

加
 

２
（
但

し
F
C

へ
資

本
参

加
）
 

３
（
推

定
）
 

N
A
 

４
 

―
 

駐
在

員
事

務
所
 

４
 

５
 

６
 

２
 

４
９

（
但

し
、

事
務

所
数

）
 

邦
銀

の
当

該
国

向
け

与

信
残

高
注

１
）
 

1
1
8
（
0
1
/
9
）
 

6
3
（
0
1
/
9
）
 

9
6
（
0
1
/
9
）
 

3
2
（
0
1
/
9
）
 

1
1
7
（
0
1
/
9
）
 

邦
銀

シ
ェ

ア
ー

（
%
）
 

（
対

全
報

告
銀

行
比

）
 

2
8
.
8
 

1
3
.
0
 

2
4
.
1
 

1
5
.
4
 

1
9
.
7
 

備
考
 

9
3

年
オ

フ
シ

ョ
ア

ー
支

店
開

設
解

禁
、

外
資

14
行

に
許

可
 

9
6

年
フ

ル
・
ブ

ラ
ン

チ
解

禁
、

外
銀

7
行

に
許

可
 

7
4

年
以

来
、

オ
フ

シ
ョ

ア
ー

以

外
に

外
資

の
支

店
開

設
を

ス
ト

ッ
プ
 

6
8

年
以

降
、

支
店

形
態

で
の

進

出
を

ス
ト
ッ

プ
 

8
8

年
1
0

月
、

合
弁

銀
行

の
設

立
を

自
由

化
 

9
4

年
5

月
、

外
国

銀
行

参
入

法

が
成

立
 

日
・

米
・

欧
・

亜
合

計
で

1
0

行
が

支
店

開
設

 

9
7

年
1

月
、

外
銀

の
人

民
元

取

扱
緩

和
（
上

海
地

区
の

８
外

銀

が
取

扱
、

う
ち

邦
銀

は
４

そ
の

後
３

邦
銀

を
追

加
）
 

深
圳

で
も

4
邦

銀
人

民
元

取
扱
 

注
１

）
出

所
は

B
I
S

四
半

期
報

に
よ

る
。

単
位

は
億

ド
ル

、
残

高
に

は
現

地
の

支
店

・
現

法
以

外
か

ら
の

融
資

を
含

む
。
 

注
２

）
日

本
国

際
貿

易
促

進
協

会
資

料
に

よ
る
 



  

 

附
属

資
料

５
．

ア
ジ

ア
各

国
の

金
融

危
機

対
応

と
金

融
規

制
緩

和
（

9
7
年

以
降

の
対

応
策

等
の

抜
粋

）
 

 
タ

イ
 

マ
レ

イ
シ

ア
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア
 

フ
ィ

リ
ピ

ン
 

中
国

 

1
9
9
7
 

3
月

・
経

営
不

振
の

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

カ

ン
パ

ニ
ー

（
F
C
）
1
0

社
へ

増
資

命
令

、
合

併
を

奨
励

 

5
月

・
非

居
住

者
と

の
バ

ー
ツ

取
引

を

制
限

 

6
月

・
財

務
状

況
悪

化
の

F
C
1
6

社
に

業
務

停
止

命
令

 
 

・
オ

フ
シ

ョ
ア

ー
市

場
で

の
取

引

制
限

（
二

重
為

替
相

場
導

入
）
 

7
月

・
タ

イ
・
バ

ー
ツ

暴
落

 

・
為

替
相

場
を

自
由

変
動

制
へ

移

行
。

公
定

歩
合

引
上

（1
2.
5％

） 

8
月

・
F
C
4
2

社
に

営
業

停
止

処
分

 

 
・
I
M
F
・
日

本
の

主
導

で
公

的
金

融

支
援

の
枠

組
み

を
決

定
 

9
月

・
輸

出
代

金
の

為
銀

集
中

を
義

務

化
 

1
0

月
・
政

府
、

金
融

再
建

策
を

発
表

 

外
資

出
資

規
制

の
緩

和
、
金

融

・
金

融
危

機
の

当
初

、
政

府
は

債

券
・
手

形
オ

ペ
や

銀
行

へ
の

資
金

預
託

に
よ

る
流

動
性

確
保

で
対

応
 

・
政

府
は

、
金

利
の

市
場

実
勢

容

認
姿

勢
 

  

3
月

・
外

国
銀

行
に

中
小

企
業

向
け

融

資
を

義
務

化
 

4
月

・
預

金
準

備
率

を
5
％

に
引

上
げ
 

8
月

・
中

銀
、

ル
ピ

ア
防

衛
の

た
め

金

利
引

上
げ

、
そ

の
後

引
下

げ
 

1
1

月
・
小

規
模

民
間

銀
行

1
6

行
を

閉

鎖
 

・
民

間
銀

行
へ

特
別

支
援

融
資

 

    

6
月

・
不

動
産

融
資

規
制
 

7
月

・
銀

行
の

為
替

取
引

規
制
 

 
非

居
住

者
取

引
、

持
高

規
制

等
 

9
月

・
銀

行
の

為
替

取
引

の
規

制
強

化
 

1
0

月
・
不

良
債

権
定

義
の

厳
格

化
 

 
・
一

般
貸

倒
引

当
金

の
創

設
 

・
貸

し
倒

れ
引

当
基

準
の

厳
格

化
 

 
 

要
注

意
債

権
へ

の
引

当
義

務
化

 

    

1
月

・
中

国
農

村
発

展
信

託
公

司
を

閉

鎖
 

8
月

・
中

国
証

券
監

督
管

理
委

員
会

が

上
海

、
深

圳
の

証
券

取
引

所
を

直

接
監

督
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再
建

庁
（
F
R
A
）
の

設
立

、
業

務

停
止

中
の

F
C

の
預

金
・
債

権

の
F
R
A

へ
の

移
管

等
 

1
2

月
・
F
C
5
6

社
の

清
算

を
発

表
 

1
9
9
8
 

1
月

・
二

重
為

替
相

場
を

廃
止

 

・
F
C
5
6

社
の

優
良

資
産

引
継

銀
行

設
立

。
不

良
資

産
は

F
R
A

が
競

売
 

8
月

・
包

括
的

金
融

再
建

策
を

発
表

 

貸
倒

引
当

金
基

準
の

設
定

、
金

融

機
関

へ
の

公
的

資
金

の
注

入
、

民

間
資

産
管

理
会

社
（
A
M
C
）
の

設
立

、

国
有

化
商

業
銀

行
の

処
理

等
 

1
2

月
・
国

有
化

商
業

銀
行

（
１

行
）

を
ク

ル
ン

タ
イ

銀
が

吸
収

 

1
月

・
中

銀
、

預
金

の
全

額
保

護
声

明
 

6
月

・
不

良
債

権
買

取
機

関
（
ダ

ナ
ハ

ル
タ

：
政

府
全

額
出

資
）
を

設
立

 

 8
月

・
資

本
取

引
規

制
の

大
幅

強
化

 

非
居

住
者

の
R
M

勘
定

の
規

制

強
化

、
非

居
住

者
に

よ
る

R
M

建

証
券

売
買

の
規

制
強

化
、
R
M

に

よ
る

貿
易

決
済

の
禁

止
等

 

・
資

本
注

入
機

関
（
ダ

ナ
モ

ダ
ル

：

中
銀

全
額

出
資

）
を

設
立

 

 
9

月
・
企

業
債

務
再

編
委

員
会

（
中

銀
）
を

発
足

 

・
マ

レ
イ

シ
ア

株
の

国
際

店
頭

市
場

取

引
を

制
限

 

1
月

・
金

融
シ

ス
テ

ム
安

定
化

策
を

発

表
、

 
預

金
の

全
額

保
証

、
資

本

注
入

に
よ

る
銀

行
セ

ク
タ

ー
再

編

等
 

・
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
再

編
庁

（
I
B
R
A
 

：
公

的
A
M
C
）
を

設
立
 

2
月

・
I
B
R
A

に
よ

る
問

題
行

の
抽

出
 

3
月

・
改

正
銀

行
法

を
施

行
 

 
国

内
銀

行
へ

の
外

資
出

資
制

限
の

撤
廃

、
銀

行
監

督
権

限
の

中
銀

移

管
、
I
B
R
A

へ
の

特
別

権
限

付
与

等
 

4
月

・
問

題
行

7
行

を
営

業
停

止
処

分
、

7
行

は
I
B
R
A

の
監

視
下

へ
 

8
月

・
I
B
R
A

監
視

下
の

3
行

の
業

務

を
凍

結
、
4

行
の

一
時

国
有

化
等

 

9
月

・
資

本
注

入
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
発

表
 

3
月

・
銀

行
の

低
資

本
金

の
段

階
的

引
上

げ
発

表
（
３

段
階

）
 

 
・
為

替
相

場
の

バ
ン

ド
制

廃
止

 

5
月

・
預

金
準

備
率

引
下

げ
（
8
%
）
 

8
月

・
銀

行
の

為
替

持
高

規
制

を
強

化
 

1
0

月
・
預

金
準

備
率

引
上

げ
（
1
0
%
）
 

）
1
2

月
・
世

銀
、

金
融

セ
ク

タ
ー

改
革

融
資

を
承

認
（
経

営
健

全
化

規
制

、

透
明

性
向

上
等

の
改

革
プ

ロ
グ

ラ

ム
付

 

2
月

・
4

大
国

有
商

業
銀

行
の

資
本

を

充
足
 

3
月

・
法

定
預

金
準

備
率

の
一

本
化

し

ー
引

下
げ

（
1
3
%
→

8
%
）
6

月
・
中

国

新
技

術
創

業
投

資
公

司
を

閉
鎖

 

・
為

替
管

理
の

一
部

強
化

 

外
貨

の
不

正
流

出
の

防
止
 

無
用

な
人

民
元

売
り

の
防

止
 
 

7
月

・
貸

出
債

権
の

５
分

類
化

を
広

東

で
試

行
（
9
9

年
よ

り
全

国
で

導
入

開
始

）
 

8
月

・
深

圳
の

外
銀

に
人

民
元

業
務

を

許
可
 

1
0

月
・
広

東
国

際
信

託
投

資
公

司
を

閉
鎖
 

1
2

月
中

国
初

の
証

券
法

を
可

決
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1
9
9
9
 

・
民

間
A
M
C

の
設

立
が

本
格

化
 

1
1

月
・
F
C
5
6

社
の

優
良

資
産

引
継

銀

行
を

U
O
B

へ
売

却
 

3
月

・
投

資
元

本
の

本
国

送
金

規
制

を

撤
廃

、
代

り
に

送
金

課
税

制
度

実

施
 

4
月

・
２
T
i
e
r

シ
ス

テ
ム

を
廃

止
 

7
月

・
中

銀
、

地
場

銀
行

再
編

6
グ

ル

ー
プ

化
計

画
を

発
表

 

9
月

・
投

資
へ

の
課

税
を

緩
和
 

 
・

ダ
ナ

ハ
ル

タ
は

累
計

で
融

資
総

額
の

4
1
％

の
債

権
を

買
い

取
る
 

1
0

月
・
中

銀
、

銀
行

再
編

要
件

を
緩

和
 

3
月

・
銀

行
再

編
マ

ス
タ

ー
･
プ

ラ
ン

（
銀

行
を

3
部

類
し

資
本

注
入

）
を

発
表

 

5
月

・
新

中
銀

法
施

行
（
中

銀
の

独
立

性
強

化
が

目
的

）
 

・
資

本
注

入
を

開
始

（
2
3

行
）
 

1
0

月
・
国

営
銀

行
へ

の
資

本
注

入
を

開
始

 

  

 

7
月

・
預

金
準

備
率

引
下

げ
（
9
%
）
1
2

月
・
銀

行
に

通
貨

毎
の

管
理

を
義

 

務
化

 

1
月

・
中

国
人

民
銀

行
、

支
店

再
編

を

実
施

（
地

方
金

融
秩

序
の

確
立

）
 

8
月

・
外

銀
の

人
民

元
業

務
の

許
可

範

囲
を

拡
大
(
上

海
・
深

圳
)
 

1
1

月
・
法

定
預

金
準

備
率

の
引

下
げ

（
8
%
→
6
%
）
 

・
4

大
商

業
銀

行
の

不
良

資
産

買
取

・

回
収

機
関

と
し

て
A
M
C
４

社
を

設

立
。
 

2
0
0
0
 

5
月

・
ク

ル
ン

タ
イ

銀
が

A
M
C

設
立
 

2
月

・
地

場
銀

行
再

編
1
0

グ
ル

ー
プ

化
の

方
向

性
が

判
明

 

4
月

・
地

場
証

券
会

社
の

集
約

化
を

発

表
 

7
月

・
債

券
発

行
に

係
る

規
制

緩
和

を

発
表
 

4
月

・
国

営
銀

行
に

資
本

注
入
 

6
月

、
7

月
、
1
1

月
銀

行
に

資
本

注
入
 

1
月

・
邦

貨
の

外
貨

交
換

規
制
 

5
月

・
新

一
般

銀
行

法
を

制
定

 

1
0

月
・
資

本
移

動
の

管
理

強
化
 

 
・
流

動
性

準
備

率
引

上
げ

（
4
%
）
 

 

2
0
0
1
 

7
月

・
公

的
資

金
利

用
の

資
産

管
理

会

社
T
A
M
C

の
設

立
 

1
0

月
・
T
A
M
C

は
不

良
債

権
の

買
取

を

開
始

 

1
月

・
投

資
へ

の
課

税
を

緩
和
 

 
・
資

本
注

入
1
0

行
中

7
行

が
ダ

ナ
モ

ダ
ル

に
完

済
。
 

2
月

・
資

本
市

場
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
発

 
7

月
・
流

動
性

準
備

率
引

上
げ

（
7
%
）
 

 
・
C
A
R

低
比

率
を

1
0
％

に
設

定
 

9
月

・
金

融
洗

浄
取

締
法

を
制

定
 

 

1
月

・
信

託
投

資
公

司
理

弁
法

を
制

定

信
託

投
資

公
司

の
経

営
範

囲
等

規

定
 

5
月

・
中

国
銀

行
が

新
基

準
で

不
良

債
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表
、

外
資

規
制

、
取

引
規

制
緩

和
等

を
計

画
 

3
月

・
金

融
部

門
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
発

表
.
 

国
内

金
融

業
の

健
全

化
・
効

率
化

を
推

進
 

 
権

比
率

を
発

表
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附
属

資
料

６
．

ア
ジ

ア
各

国
の

金
融

制
度

・
政

策
に

対
す

る
ド

ナ
ー

の
見

方
 

 
金

融
市

場
・
資

本
市

場
育

成
の

た
め

の
 

監
督

管
理

体
制
 

金
融

イ
ン

フ
ラ

整
備

 
金

融
部

門
改

革
／

活
性

化
 

タ
イ
 

・2
00
0

年
度

末
ま

で
に

金
融

監
督

の
枠

組
み

が
構

築
さ

れ
た

と
評

価
（I
MF

） 

・
長

期
資

金
ニ

ー
ズ

に
対

応
で

き
る

よ
う
債

券
市

場
の

開
発

が
必

要
。

特
に

イ
ン

フ
ラ

セ
ク

タ
ー

に
と

っ
て

長
期

資
金

は
不

可
欠

で
あ

り
、

地
方

債
市

場
の

発
展

が
必

要

（A
DB

） 

・社
債

発
行

額
の

約
半

分
が

銀
行

又
は

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

カ
ン

パ
ニ

ー
に

よ
る

も
で

あ
り

、

22
％

が
不

動
産

セ
ク

タ
ー

。
債

券
発

行

者
の

裾
野

を
広

げ
、

ま
た

債
券

市
場

の

魅
力

を
高

め
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

（A
DB

） 

・
債

券
市

場
の

魅
力

を
高

め
る

た
め

、
税

制

面
の

イ
ン

セ
ン

テ
ィ

ブ
が

必
要

（A
DB

） 

 

・公
的

な
信

用
情

報
機

関
2
つ

が
金

融
危

機
後

に
設

立
し

た
が

、
ク

レ
ジ

ッ
ト
・
ビ

ュ
ー

ロ
ー

法
案

が
未

可
決

の
た

め
、

い
ま

だ
活

動
が

不
十

分
（
W
B
）
 

・
資

本
市

場
活

性
化

の
た

め
の

減
税

措
置

済

（W
B）
 

・
債

券
市

場
の

よ
り

効
率

的
な

決
済

シ
ス

テ

ム
が

開
発

さ
れ

て
い

る
と

評
価

（
W
B
）
 

・
信

用
格

付
け

会
社

が
1

社
の

み
か

ら
く

る

弊
害

を
懸

念
（
A
D
B
）
 

   

・
不

良
債

権
に

よ
り
銀

行
経

営
が

脆
弱

（W
B）
 

・
政

府
方

針
は

国
営

企
業

へ
の

融
資

拡
大

だ

が
、

不
況

に
よ

る
資

金
需

要
の

低
迷

（W
B）
 

・国
営

銀
行

の
リ
ス

ク
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト
技

術
の

不
足

（W
B）
 

・
政

策
が

銀
行

改
革

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

を
与

え
て

い
な

い
状

況
（W
B）
 

・
中

小
企

業
金

融
に

お
け

る
担

保
主

義
の

横
行

（W
B）
 

・
タ

イ
の

生
産

性
下

落
の

一
因

は
金

融
機

関
・フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
カ

ン
パ

ニ
ー

の
採

算
を

顧
な

い

意
思

決
定

に
あ

る
（W
B）
 

・
依

然
高

い
水

準
に

あ
る

不
良

債
権

懸
念

（
I
M
F
）
 

・
不

良
債

権
処

理
の

不
徹

底
（
A
D
B
）
 

・
金

融
機

関
の

再
編

不
徹

底
（
A
D
B
）
 

資
料

：
W
B
 ‘

C
o
u
n
t
r
y
 O
v
e
r
v
i
e
w
’
,
 I
M
F
 P
u
b
l
i
c
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 N
o
t
i
c
e
 ‘

I
M
F
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
’
,
 A
D
B
 ’

A
 S
t
u
d
y 
o
f
 F
i
n
a
n
c
i
a
l
 M
a
r
k
e
t
’
,
 B
I
S
 P
a
p
e
r
 ‘

T
h
e
 b
a
n
k
i
n
g
 i
n
d
u
s
t
ry
 

i
n
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
y
s
t
e
m
i
c
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
"
 
(
A
u
g
 
2
0
0
1
)
,
 
e
t
c
.
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金

融
市

場
・
資

本
市

場
育

成
の

た
め

の
 

監
督

管
理

体
制
 

金
融

イ
ン

フ
ラ

整
備

 
金

融
部

門
改

革
／

活
性

化
 

マ
レ

イ
シ

ア
 

     

 

・
銀

行
の

統
合

合
併

プ
ラ

ン
を

発
表

（
19
98

年
7

月
）し

、
銀

行
体

力
強

化
の

た
め

の
資

本
注

入
と

合
併

推
進

（W
B）
 

・
信

用
リ

ス
ク

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
に

関
す

る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

発
効

（
2
0
0
0

年
）
（
W
B
）
 

・2
00
1

年
8

月
ま

で
に

51
の

銀
行

が
統

合
済

（I
MF

） 

・
銀

行
は

中
銀

の
政

策
に

則
り

、
間

接
金

融

で
指

導
的

役
割

を
果

た
し

て
き

た
。

（A
DB

） 

・
政

府
は

設
備
近
代
化
、
預
金
増
強
施
策

と
銀

行
間

競
争

推
進

し
た

（
A
D
B
）

 

・N
PL

処
理

の
た

め
の

機
構

設
立

は
時

宜
を

得

て
い

た
が

そ
の

後
も

た
つ

き
有

り
（A
DB

） 

・
中

銀
に

は
高

度
な

信
用

リ
ス

ク
管

理
手

法

（カ
ン

ト
リ
ー
/移

転
リ
ス

ク
以

外
）あ

り
 

・
I
M
F
パ

ッ
ケ
ー

ジ
同

様
の

施
策

の
徹

底
実

施

が
必

要
で

、
以

下
の

具
体

策
が

必
要

（
A
D
B
）
 

・P
ru
de
nt
ia
l 
Li
mi
t(

一
社

規
制

等
)厳

格

・国
際

基
準

に
あ

わ
せ

て
法

制
整

備
中

（W
B）
 

 ・
I
M
F
パ

ッ
ケ

ー
ジ

同
様

の
施

策
の

徹
底

実
施

が
必

要
で

、
以

下
の

具
体

策
が

必
要

（
A
D
B
）

 

・
市

場
自

由
化

日
程

の
公

表
 

・
政
策
決
定
過
程
の
明
確
化
と
重

要
決

定
事

項
の
公
表
 

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
ク
ラ
ン
チ
対
応

の
よ

り
基

本
的
な
計
画
の
作
成
を
要
す
 

・T
wo
-t
ie
r 
sy
st
em

導
入

に
よ

る
国

際
化

担

い
手

金
融

機
関

の
集

中
育

成
 

 ・
Eq
ui
ty
 M
ar
ke
t

は
民

間
部

門
育

成
に

貢
献

、
 

証
券

取
引

所
の

機
械

化
も

進
展

し
た

。

（
A
D
B
）
 

・
格

付
け

会
社

、
P
D
S

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

、
情

報

提
供

機
関

充
実

等
の

政
府

努
力

あ
り
（A
DB

） 

 

・
不

良
債

権
が

再
び

増
加

（
W
B
）
 

 ・
金

融
危

機
の

主
因

は
、

結
局

、
政

府
指

示
貸

出
、

競
争

不
足

、
Pr
ud
en
ti
al

規
制

の
不

在

（A
DB

） 

・
混

乱
回

避
の

た
め

資
本

規
制

（
1
9
9
8
年

）
や

ド
ル
相
場
固
定
、
N
P
L
認
定
基
準
の
緩
和
も
導

入
（

A
D
B
）

 

 ・I
MF

パ
ッ

ケ
ー

ジ
同

様
の

施
策

の
徹

底
実

施
が

必
要

で
、
以

下
の

具
体

策
が

必
要

（A
DB

） 

・
不

良
債

権
処

分
に

対
す

る
内

外
投

資
家

の
自

由
参

加
、
価

格
決

定
の

透
明

化
推

進
 

・
政

治
が

ら
み

の
貸

出
・
コ

ミ
ッ

ト
の

政
府

勘

定
へ

の
移

管
 

・
不

動
産

、
株

式
購

入
関

連
貸

の
ほ

か
NP
L

情

報
の

開
示

強
化
 

・
政

府
完

全
保

証
貸

出
の

減
少
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適
用
 

・
保

険
業

務
検

査
の

た
め

独
立

組
織

の
設

立
 

・証
券

取
引

委
員

会
等

は
情

報
開

示
等

基
準

作
り
に

努
め

て
来

た
97

年
不

十
分

な
事

例

が
露

見
、

市
場

の
信

頼
を

失
っ

た
 

・
投

機
防

止
の

た
め

19
98

年
証

券
市

場
取

引

を
制

限
し

、
外

国
投

資
家

等
の

信
頼

喪
失
 

・金
融

機
関

の
預

金
以

外
の

資
金

調
達

手
段

の

多
様

化
推

進
 

 ・証
券

二
次

市
場

育
成

の
努

力
は

続
い

て
い

る

が
政

府
債

等
保

有
に

係
る

準
備

預
金

が
障

害

（A
DB

） 

 

資
料

：
W
B
 ‘

C
o
u
n
t
r
y
 O
v
e
r
v
i
e
w
’
,
 I
M
F
 P
u
b
l
i
c
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 N
o
t
i
c
e
 ‘

I
M
F
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
’
,
 A
D
B
 ’

A
 S
t
u
d
y 
o
f
 F
i
n
a
n
c
i
a
l
 M
a
r
k
e
t
’
,
 B
I
S
 P
a
p
e
r
 ‘

T
h
e
 b
a
n
k
i
n
g
 i
n
d
u
s
t
ry
 

i
n
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
y
s
t
e
m
i
c
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
"
(
A
u
g
 
2
0
0
1
)
,
 
e
t
c
.
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金

融
市

場
・
資

本
市

場
育

成
の

た
め

の
 

監
督

管
理

体
制
 

金
融

イ
ン

フ
ラ

整
備

 
金

融
部

門
改

革
／

活
性

化
 

フ
ィ

リ
ピ

ン
 

     

 

・
政

府
内

に
お

け
る

ク
ロ

ー
ニ

ズ
ム

の
存

 

 
 
在

（
W
B
）
 

・銀
行

は
比

較
的

健
全

だ
が

、
問

題
の

一
つ

は
マ

ネ
ー

ロ
ン

ダ
リ
ン

グ
（I
MF

） 

・金
融

機
関

の
情

報
開

示
を

大
幅

改
善

す
る

必
要

あ
り
（A
DB

） 

・
プ

ル
デ

ン
シ

ャ
ル

規
制

の
強

化
が

必
要

。

（A
DB

） 

・
金

融
セ

ク
タ

ー
に

け
る

競
争

促
進

が
重

要

（A
DB

） 

・
銀

行
の

競
争

、
効

率
性

向
上

の
た

め
に

、

外
国

銀
行

の
市

場
参

入
、

民
営

化
等

が
必

要
（A
DB

） 

・
銀

行
シ

ス
テ

ム
の

安
定

化
を

達
成

。
（
W
B
）
 

・
銀

行
の

会
計

制
度

及
び

デ
ィ

ス
ク

ロ
ー

ジ

ャ
ー

の
強

化
が

必
要

（
A
D
B
）
 

・
破

産
法

等
、

法
制

見
直

し
が

必
要

（
A
D
B
）
 

       

・過
去

3
年

、
銀

行
は

信
用

供
与

を
削

減
（W
B）
 

・金
融

機
関

は
、

発
展

す
る

産
業

の
資

金
ニ

ー

ズ
に

対
応

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（A
DB

） 

・
金

融
セ

ク
タ

ー
は

ア
ジ

ア
通

貨
危

機
を

乗
り

越
え

て
、

比
較

的
健

全
（I
MF

） 

  

資
料

：
W
B
 ‘

C
o
u
n
t
r
y
 O
v
e
r
v
i
e
w
’
,
 I
M
F
 P
u
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l
i
c
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 N
o
t
i
c
e
 ‘

I
M
F
 C
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n
s
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l
t
a
t
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o
n
’
,
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D
B
 ’

A
 S
t
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d
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o
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 F
i
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n
c
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a
l
 M
a
r
k
e
t
’
,
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I
S
 P
a
p
e
r
 ‘

T
h
e
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n
k
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n
g
 i
n
d
u
s
t
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i
n
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
y
s
t
e
m
i
c
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
"
 
(
A
u
g
 
2
0
0
1
)
,
 
e
t
c
.
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金

融
市

場
・
資

本
市

場
育

成
の

た
め

の
 

監
督

管
理

体
制
 

金
融

イ
ン

フ
ラ

整
備

 
金

融
部

門
改

革
／

活
性

化
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア
 

     

 

・
F
S
S
I
（
金

融
監

督
機

関
）
の

設
立

プ
ラ

ン

は
あ

る
が

、
同

時
に

中
央

銀
行

の
監

督
能

力
強

化
も

必
要

（
W
B
）
 

・
金

融
監

督
制

度
の

強
化

が
必

要
（
I
M
F
）
 

・
金

融
監

督
機

関
の

独
立

が
重

要
（
A
D
B
）
 

・銀
行

の
会

計
制

度
は

ほ
ぼ

国
際

基
準

に
近

い
も

の
と

な
っ

て
い

る
（A
DB

） 

・
破

産
手

続
き

を
短

縮
す

る
た

め
に

政
府

が

商
業

裁
判

所
を

創
設

し
た

が
、

そ
の

手
続

き

の
効

果
的

な
運

用
に

は
、

政
府

の
強

い
意

思

が
必

要
（A
DB

） 

        

・銀
行

改
革

は
20
01

年
度

前
半

、
ス

ロ
ー

ダ
ウ

ン
と

見
て

い
る

（W
B）
 

・
銀

行
の

構
造

改
革

は
遅

延
（
I
M
F
）
 

・
大

手
国

有
銀

行
は

流
動

性
の

問
題

あ
り

（
I
M
F
）
 

・金
融

セ
ク

タ
ー

に
お

け
る

人
材

不
足

を
問

題

視
（A
DB

） 

・貸
出

規
制

に
よ

り
効

率
的

な
信

用
供

与
が

阻

害
さ

れ
て

い
る

（A
DB

） 

・
貸

出
規

制
を

撤
廃

す
べ

き
で

あ
る

（
A
D
B
）
 

・銀
行

ロ
ー

ン
の

品
質

保
持

の
た

め
に

は
、

銀

行
員

の
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

が
必

要
（A
DB

） 

資
料

：
W
B
 ‘

C
o
u
n
t
r
y
 O
v
e
r
v
i
e
w
’
,
 I
M
F
 P
u
b
l
i
c
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 N
o
t
i
c
e
 ‘

I
M
F
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
’
,
 A
D
B
 ’

A
 S
t
u
d
y 
o
f
 F
i
n
a
n
c
i
a
l
 M
a
r
k
e
t
’
,
 B
I
S
 P
a
p
e
r
 ‘

T
h
e
 b
a
n
k
i
n
g
 i
n
d
u
s
t
ry
 

i
n
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
y
s
t
e
m
i
c
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
"
(
A
u
g
 
2
0
0
1
)
,
 
e
t
c
.
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金

融
市

場
・
資

本
市

場
育

成
の

た
め

の
 

監
督

管
理

体
制
 

金
融

イ
ン

フ
ラ

整
備

 
金

融
部

門
改

革
／

活
性

化
 

中
国
 

     

 

・W
TO

加
盟

へ
向

け
た

準
備

下
、

金
融

自
由

化

を
加

速
し

て
き

て
い

る
（W
B）
 

・中
央

銀
行

は
幅

広
い

金
融

制
度

改
革

を
検

討
中

（W
B）
 

・
銀

行
に

対
す

る
ビ

ジ
ネ

ス
税

を
低

減
中

（
W
B
）
 

・
金

融
セ

ク
タ

ー
の

デ
ィ

ス
ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー

は
不

十
分

（
W
B
、
I
M
F
）
 

・金
融

監
督

制
度

の
枠

組
み

を
変

更
済

（W
B）
 

・
証

券
市

場
は

急
速

に
発

展
（
W
B
）
 

・上
場

規
制

の
緩

和
（2
00
1

年
3

月
）（
WB

） 

・中
央

銀
行

は
国

際
会

計
基

準
導

入
促

進
を

検

討
中

（W
B）
 

・
証

券
取

引
に

関
す

る
規

制
内

容
に

つ
い

て

依
然

、
混

乱
が

生
じ

て
い

る
（A
DB

） 

・証
券

取
引

に
係

る
税

制
に

つ
い

て
、

中
央

政

府
レ

ベ
ル

で
も

十
分

統
括

さ
れ

て
お

ら
ず

、

納
税

者
の

不
平

等
感

も
懸

念
さ

れ
る

（
A
D
B
）
 

     

・
金

融
セ

ク
タ

ー
の

緊
急

の
課

題
は

収
益

性
の

向
上

（W
B）
 

・
4

大
国

有
銀

行
は

経
営

難
（
W
B
）
 

・国
有

銀
行

の
商

業
化

に
よ

る
経

営
改

善
例

も

出
現

：中
国

銀
行

（W
B）
 

・
銀

行
の

信
用

分
析

、
リ

ス
ク

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
、

職
員

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

、
法

律
・
会

計
制

度

の
改

善
、
審

査
等

の
必

要
性

あ
り
（I
MF

） 

・
政

府
と

し
て

必
要

な
こ

と
は

、
不

良
債

権
問

題
へ

の
対

処
、

銀
行

貸
出

規
制

の
緩

和
、

銀

行
の

与
信

業
務

に
か

か
る

独
立

性
、

会
計

監

査
制

度
の

拡
充

、
マ

ネ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト
の

開

発
等

で
あ

る
（
A
D
B
）
 

資
料

：
W
B
 ‘

C
o
u
n
t
r
y
 O
v
e
r
v
i
e
w
’
,
 I
M
F
 P
u
b
l
i
c
 I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 N
o
t
i
c
e
 ‘

I
M
F
 C
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
’
,
 A
D
B
 ’

A
 S
t
u
d
y 
o
f
 F
i
n
a
n
c
i
a
l
 M
a
r
k
e
t
’
,
 B
I
S
 P
a
p
e
r
 ‘

T
h
e
 b
a
n
k
i
n
g
 i
n
d
u
s
t
ry
 

i
n
 
t
h
e
 
e
m
e
r
g
i
n
g
 
m
a
r
k
e
t
 
e
c
o
n
o
m
i
e
s
:
 
c
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
s
y
s
t
e
m
i
c
 
s
t
a
b
i
l
i
t
y
 
"
(
A
u
g
 
2
0
0
1
)
,
 
e
t
c
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附
属

資
料

７
．

企
業

会
計

制
度

・
会

計
監

査
等

に
か

か
る

現
状

の
諸

問
題

（
対

象
ア

ジ
ア

全
般

）
 

 
企

業
 

金
融

機
関

／
証

券
取

引
所

 
金

融
イ

ン
フ

ラ
・
制

度
 

財
務

デ
ー

タ
（
P
/
L
、

B
/
S
、
 
C
/
F
）
 

・
会

計
処

理
の

不
徹

底
 

・作
成

さ
れ

る
財

務
デ

ー
タ

が
不

正
確
 

・
恣

意
的

な
財

務
デ

ー
タ

作
成

 

・
財

務
デ

ー
タ

作
成

能
力

の
不

足
（
帳

簿
、

タ
イ

ム
リ

ー
な

四
半

期
決

算
報

告

等
）、

そ
の

た
め

の
人

材
不

足
 

・
企

業
情

報
収

集
能

力
の

不
足

 

・上
場

後
の

企
業

の
財

務
状

況
把

握
が

不
十

分
 

・財
務

知
識

を
有

す
る

経
営

者
、

人
材

層
が

薄
い
 

・
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
（
経

営
指

標
）
が

未

整
備
 

  直
 

  接
 

  金
 

  融
 

  

デ
ィ

ス
ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー
 

・
デ

ィ
ス

ク
ロ

ー
ジ

ャ
ー

に
対

す
る

認

識
が

希
薄
 

・
財

務
デ

ィ
ス

ク
ロ

ー
ジ

ャ
ー

の
不

徹

底
 

・
情

報
が

タ
イ

ム
リ

ー
で

な
い
 

・
現

地
語

の
み

に
よ

る
情

報
公

開
 

・開
示

さ
れ

た
基

本
的

事
項

の
チ

ェ
ッ

ク
不

足
 

・
発

見
し

た
問

題
点

の
未

解
決

放
置

 

 

・
デ

ィ
ス

ク
ロ

ー
ジ

ャ
ー

手
段

・
制

度

の
未

整
備
 

・
企

業
情

報
を

分
析

す
る

た
め

の
産

業
統

計
等

基
礎

統
計

の
未

整
備
 

・
期

待
を

裏
切

る
経

営
に

対
す

る
制

裁
概

念
の

未
整

備
 

・
格

付
け

機
関

の
育

成
が

課
題

 

・
証

券
ア

ナ
リ

ス
ト
の

不
足

（
質

・
量

）
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会
計

基
準
 

・
会

計
基

準
の

理
解

不
足

 

・会
計

基
準

変
更

の
フ

ォ
ロ

ー
が

不
十

分
 

・
従

来
基

準
と

の
経

営
比

較
が

困
難

 

・
会

計
基

準
を

熟
知

し
た

人
材

の
不

足
 

・
会

計
基

準
変

更
の

フ
ォ

ロ
ー

が
不

十
分

 

・会
計

基
準

設
定

主
体

の
指

導
力

が
脆

弱
 

・
企

業
会

計
制

度
の

不
適

切
性

（外
貨

建
債

権
債

務
の

通
貨

暴
落

リ
ス

ク
に

対
す

る
法

定
準

備
金

の
設

定
、

滞
留

債
権

及
び

過
剰

在
庫

の
評

価
修

正
） 

・
国

際
会

計
基

準
と

の
大

幅
乖

離
 

会
計

士
・
税

理
士

 
・会

計
士

が
商

売
優

先
で

意
見

を
言

わ

な
い
 

・会
計

士
の

企
業

監
査

・分
析

力
不

足
 

・
恣

意
的

な
会

計
士

の
活

用
 

・会
計

処
理

に
つ

い
て

会
計

士
に

依
存

す
る

傾
向

が
強

い
 

・会
計

士
の

力
量

に
つ

い
て

の
評

価
力

不
足
 

・
企

業
監

査
結

果
へ

の
過

信
ま

た
は

不
信
 

 

・
会

計
士

の
育

成
制

度
が

未
整

備
 

・会
計

士
資

格
制

度
の

拡
充

が
不

十
分
 

・会
計

士
に

よ
る

企
業

指
導

の
場

が
未

整
備

（
監

査
覚

書
の

適
時

・
適

切
な

提
出

が
必

要
）
 

    直
 

  接
 

  金
 

  融
 

監
査

制
度
 

・
内

部
監

査
の

不
徹

底
 

・経
営

陣
に

対
す

る
ご

意
見

番
の

不
在
 

・
企

業
経

営
に

対
す

る
継

続
的

な
チ

ェ
ッ

ク
機

能
不

全
 

・
監

査
制

度
へ

の
低

い
信

頼
性

 

・社
会

的
、

金
銭

的
ペ

ナ
ル

テ
ィ

ー
の

不
在
 

・外
国

人
投

資
家

の
信

頼
回

復
対

策
が

不
十

分
 

 A-23



  

 

財
務

デ
ー

タ
（
P
/
L
、

B
/
S
、
 
C
/
F
）
 

・作
成

さ
れ

る
財

務
デ

ー
タ

が
不

正
確
 

・
オ

ー
ナ

ー
経

営
者

に
よ

る
財

務
デ

ー
タ

の
恣

意
的

な
処

理
 

・簿
記

会
計

の
知

識
を

有
す

る
人

材
不

足
 

・青
色

申
告

等
税

務
会

計
の

未
浸

透
 

・
社

内
管

理
体

制
が

脆
弱

（企
業

会
計

と
家

計
と

の
未

分
離

） 

・簿
記

会
計

の
基

礎
知

識
を

有
す

る
職

員
の

不

足
、
人

材
育

成
体

制
の

未
整

備
 

・企
業

財
務

デ
ー

タ
収

集
、

分
析

能
力

の
不

足

（
行

内
格

付
け

、
融

資
条

件
へ

の
反

映
、

早

期
回

収
措

置
等

）
 

・顧
客

企
業

に
対

す
る

指
導

的
役

割
の

不
足
 

・
簿

記
、

会
計

の
普

及
活

動
が

不
十

分

（簿
記

検
定

、
商

業
教

育
の

充
実

等
） 

・
パ

ソ
コ

ン
財

務
会

計
シ

ス
テ

ム
の

普

及
が

不
十

分
 

   間
 

  接
 

  金
 

  融
 

  

デ
ィ

ス
ク

ロ
ー

ジ
ャ

ー
 

・
情

報
開

示
に

対
す

る
消

極
的

姿
勢

 

・
情

報
開

示
内

容
が

不
十

分
 

 

・融
資

企
業

に
対

す
る

監
督

能
力

、
厳

格
な

指

導
力

の
欠

如
 

・
開

示
情

報
に

対
す

る
チ

ェ
ッ

ク
能

力
、

分
析

能
力

の
不

足
 

・開
示

情
報

が
限

定
さ

れ
る

状
況

の
中

、
そ

れ

を
補

完
す

る
た

め
の

企
業

審
査

ノ
ウ

ハ
ウ

の

不
足

（
現

地
調

査
ノ

ウ
ハ

ウ
、

顧
客

情
報

の

集
積

、
定

性
的

審
査

技
術

等
）
 

・
企

業
信

用
情

報
機

関
の

未
育

成
 

・中
小

企
業

格
付

け
制

度
の

未
普

及
 

・企
業

情
報

を
分

析
す

る
た

め
の

産
業

統
計

等
基

礎
統

計
の

未
整

備
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会
計

基
準
 

・
会

計
基

準
に

関
す

る
知

識
の

不
足

（
監

査
を

受
け

て
い

な
い

企
業

や
法

人
所

得
税

法
に

よ
る

監
査

を
受

け
て

い
る

企
業

は
、

開
示

・
会

計
処

理
に

つ
い

て
は

、
法

人
所

得
税

法
に

従

い
、

会
計

基
準

は
念

頭
に

な
い

。
）
 

・
会

計
基

準
を

熟
知

し
た

人
材

の
不

足
 

・
会

計
基

準
変

更
の

フ
ォ

ロ
ー

が
不

十
分

 

・会
計

基
準

設
定

主
体

の
指

導
力

が
脆

弱
 

・企
業

会
計

制
度

の
不

適
切

性
（外

貨

建
債

権
債

務
の

通
貨

暴
落

リ
ス

ク
に

対
す

る
法

定
準

備
金

の
設

定
、

滞
留

債
権

及
び

過
剰

在
庫

の
評

価
修

正
） 

・
国

際
会

計
基

準
と

の
大

幅
乖

離
 

会
計

士
・
税

理
士

 
・税

理
士

が
多

忙
で

企
業

分
析

で
き

な

い
 

・
税

理
士

へ
の

会
計

処
理

を
丸

投
げ
 

・税
理

士
が

商
売

優
先

で
意

見
を

言
わ

な
い
 

・
税

理
士

の
恣

意
的

活
用

 

・税
理

士
の

力
量

に
つ

い
て

の
評

価
力

不
足
 

・
企

業
監

査
結

果
の

過
信

 

・
税

理
士

の
育

成
制

度
が

未
整

備
 

・税
理

士
資

格
制

度
の

拡
充

が
不

十
分
 

・税
理

士
に

よ
る

企
業

指
導

の
場

が
未

整
備
 

  間
 

 接
 

  金
 

  融
 

監
査

制
度
 

・
内

部
監

査
制

度
の

不
徹

底
 

・経
営

陣
に

対
す

る
ご

意
見

番
の

不
在
 

・
監

査
人

制
度

の
軽

視
 

・
監

査
人

の
力

量
の

評
価

力
不

足
 

・非
公

開
会

社
へ

の
監

査
制

度
が

不
適

切
 

 
企

業
 

金
融

機
関

／
証

券
取

引
所

 
金

融
イ

ン
フ

ラ
・
制

度
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８
．

ア
ジ

ア
各

国
に

お
け

る
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
実

態
 

 
タ

イ
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア
 

フ
ィ

リ
ピ

ン
 

マ
レ

イ
シ

ア
 

株
式

保
有
 

①
F
B

が
過

半
数

保
有

、
②

F
B

の
ピ

ラ
ミ

ッ
ド

、
相

互
持

合
、

１
株

１
票

の
原

則
逸

脱
 

 

１F
Bの

大
資

本
市

場
占

有
率
 

 
1
6
.
6
%
 

1
7
．
1
％

 
 

上
位

10
フ

ァ
ミ

リ
ー

の
資

本
市

場
占

有
率
 

4
6
.
2
％

以
上
 

5
7
.
7
％

以
上

 
5
2
.
5
％

以
上
 

2
8
.
3
%
（
ト
ッ

プ
1
5
）
 

F
B

の
資

金
調

達
傾

向
 

外
部

借
入

へ
の

依
存

度
増

加
 

外
部

借
入

へ
の

依
存

度
増

加
 

外
部

借
入

へ
の

依
存

度
増

加
 

 

F
B

の
銀

行
支

配
 

大
半

の
金

融
・
証

券
会

社
支

配
（
比

率
は

危
機

以
降

低
下

）
 

大
半

の
金

融
・
証

券
会

社
支

配
（
比

率
は

危
機

以
降

低
下

）
 

大
半

の
金

融
・
証

券
会

社
支

配
 

 

R
O
A
 

1
0
.
8
%
（
1
9
8
8

年
）
 

9
.
4
%
（
1
9
8
8

年
）
 

7
.
1
%
（
1
9
8
8

年
）
 

5
.
4
%
（
1
9
8
8

年
）
 

F
B

の
収

益
性

／
成

長
性

 
F
B

形
態

に
有

利
 

F
B

形
態

に
有

利
 

F
B

形
態

に
有

利
 

 

業
務

コ
ス

ト
 

B
L
S

や
E
M
S

比
、

安
い

（
融

通
性

）
 

B
L
S

や
E
M
S

比
、

安
い

（
融

通
性

）
 

B
L
S

や
E
M
S

比
、

安
い

（
融

通
性

）
 

 

銀
行

に
よ

る
管

理
 

銀
行

の
再

編
進

行
中

 
銀

行
の

再
編

進
行

中
 

 
銀

行
の

再
編

進
行

中
 

金
融

評
価

（
指

標
）
 

格
付

け
関

連
制

度
 

６
．

２
５
 

３
．

９
８
 

２
．

７
３
 

６
．

７
８
 

政
府

内
汚

職
 

５
．

１
８
 

２
．

１
５
 

２
．

９
２
 

７
．

３
８
 

会
計

基
準
 

６
４
 

Ｎ
Ａ
 

６
５
 

７
８
 

 
一

人
当

り
GN

P1
99
7

年
 

２
，

８
０

０
ド

ル
 

１
，

１
１

０
ド

ル
 

１
，

２
２

０
ド

ル
 

４
，

６
８

０
ド

ル
 

出
典

：
H
a
i
d
e
r
 A
.
 K
h
a
n
 (
1
9
9
9
)
,
 "
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 G
o
v
e
r
n
a
n
c
e
 o
f
 F
a
m
i
l
y
 B
u
s
i
n
e
s
s
 i
n
 A
s
i
a
:
 W
h
a
t
'
s
 R
i
g
h
t
s
 a
n
d
 W
h
a
t
'
s
 W
r
o
n
g
?
"
,
 A
D
B
I
 W
o
r
k
i
n
g
 P
a
p
e
r
 3

よ
り

当
方

に
て

作
成

。
な

お
、

金
融

評
価

は
、

各
評

価
項

目
に

つ
い

て
計

数
化

さ
れ

た
も

の
で

、
高

い
数

値
ほ

ど
高

い
評

価
と

な
っ

て
い

る
。
 

注
：
F
B
(
F
a
m
i
l
y
 
B
u
s
i
n
e
s
s
)
、
B
L
S
(
B
a
n
k
-
L
e
d
 
S
y
s
t
e
m
)
、
E
M
S
(
E
q
u
i
t
y
 
M
a
r
k
e
t
-
B
a
s
e
d
 
S
y
s
t
e
m
)
 

備
考

：
中

国
に

つ
い

て
は

、
上

表
の

各
国

と
比

べ
国

有
企

業
を

中
心

と
し

て
特

殊
事

情
が

存
在

す
る

。
中

国
に

お
け

る
コ

ー
ポ

レ
ー

ト
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
重

要
な

問
題

点
と

し
て

は
、

①
会

計
監

査
制

度
の

改
善

（オ
フ

バ
ラ

ン
ス

取
引

の
情

報
開

示
等

）、
②

取
締

役
の

権
限

強
化

（国
営

企
業

の
場

合
、

経
営

の
独

立
が

保
証

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

こ
と

等
）が

あ
げ

ら
れ

る
（O

EC
D）

。
一

方
、

国
有

銀
行

の
国

有
企

業
等

に
対

す
る

監
督

能
力

に
つ

い
て

も
疑

問
が

残
る
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